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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内側表面を持つ反射器と少なくとも１つの固体発光要素とを有する反射器装置であって
、前記反射器の前記内側表面は、角度αにおいて交差している平面内に延在する第１の内
側表面部及び第２の内側表面部を有し、前記少なくとも１つの固体発光要素は、前記第１
の内側表面部及び前記第２の内側表面部の少なくとも一方に、前記少なくとも１つの固体
発光要素から発される光の主な部分が前記第１の内側表面部及び前記第２の内側表面部の
他方を照明するように、取り付けられ、前記第１の内側表面部及び前記第２の内側表面部
がＶ字形の溝を規定し、
　前記少なくとも１つの固体発光要素の発光部が前記反射器の内側表面から突出すると共
に、前記少なくとも１つの固体発光要素の前記発光部を支持する支持部が前記反射器の外
面において位置決めされるように、前記少なくとも１つの固体発光要素は反射器を通って
延在する、反射器装置。
【請求項２】
　前記第１の内側表面部及び前記第２の内側表面部が平坦である、請求項１に記載の反射
器装置。
【請求項３】
　前記第１の内側表面部及び前記第２の内側表面部のそれぞれが、自由なサイドエッジを
有し、前記自由なサイドエッジは反射器の開口を規定し、前記少なくとも１つの固体発光
要素は、自身が取り付けられる前記内側表面部の自由なサイドエッジから離間されて取り
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付けられる、請求項１又は２の何れか一項に記載の反射器装置。
【請求項４】
　前記第１の内側表面部及び前記第２の内側表面部の少なくとも一方は拡散反射性の部分
又は鏡面反射性の部分を有する、請求項１乃至３の何れか一項に記載の反射器装置。
【請求項５】
　前記第１の内側表面部及び前記第２の内側表面部の少なくとも一方の少なくとも一部は
、前記少なくとも１つの固体発光要素を収容するプリント回路基板の上面を構成している
、請求項１乃至４の何れか一項に記載の反射器装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの固体発光要素は、前記第１の内側表面部及び前記第２の内側表面
部の平坦な表面部間の交差軸に対して非垂直である中心発光方向を有するように配されて
いる固体発光要素を有する、請求項１乃至５の何れか一項に記載の反射器装置。
【請求項７】
　前記反射器の内側表面は、前記第１の内側表面部にされた第３の内側表面部であって、
前記第１の内側表面部が延在している前記平面に対して垂直な平面内に延在している第３
の内側表面部を更に有し、前記少なくとも１つの固体発光要素が前記第３の内側表面部に
係合しており、前記少なくとも１つの固体発光要素の発光表面が第２の内側表面部に面し
ている、請求項１乃至６の何れか一項に記載の反射器装置。
【請求項８】
　内側表面を持つ反射器と少なくとも１つの固体発光要素とを有する反射器装置であって
、前記反射器の前記内側表面は、角度αにおいて交差している平面内に延在する第１の内
側表面部及び第２の内側表面部を有し、前記少なくとも１つの固体発光要素は、前記第１
の内側表面部及び前記第２の内側表面部の少なくとも一方に、前記少なくとも１つの固体
発光要素から発される光の主な部分が前記第１の内側表面部及び前記第２の内側表面部の
他方を照明するように、取り付けられ、前記第１の内側表面部及び前記第２の内側表面部
がＶ字形の溝を規定し、
　前記第１の内側表面部は、断面がＵ字形である付加的な部分を備えており、前記付加的
な部分は、前記第１の内側表面部の残りの部分から突出しており、平行に延在している第
１の側壁及び第２の側壁であって、前記第１の内側表面部の前記残りの部分に対して垂直
である第１の側壁及び第２の側壁と、前記第１の内側表面部の前記残りの部分と平行に延
在している上部とを有し、前記少なくとも１つの固体発光要素は前記Ｕ字形の付加的な部
分に配されている、反射器装置。
【請求項９】
　光透過性の光出口部と、請求項１乃至８の何れか一項に記載の反射器装置とを有する照
明装置であって、光は、前記光出口部を通って照明装置から出る、照明装置。
【請求項１０】
　光拡散器を有する請求項９に記載の照明装置であって、前記光拡散器は、前記照明装置
から出る前に前記光を拡散するように配されている、照明装置。
【請求項１１】
　前記光拡散器は、光拡散特性を備えている前記光出口部を有している、請求項１０に記
載の照明装置。
【請求項１２】
　伸張されていると共に前記光出口部を含む管部分を有する、請求項９乃至１１の何れか
一項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内面を有する反射器と少なくとも１つの固体発光要素とを有する反射器装置
、及びこのような反射器装置を有する照明装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年の従来型の蛍光管は、管及び電気接続パーツの外側のフィーチャが保持されている
が、光エンジンが、ＬＥＤ（発光ダイオード）及びＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）等の
ような、１つ以上の固体発光要素の最新の技術に置き換えられている点において、現代化
されている。この１つの実施例は、フィリップス社により製造されているＥｎｄｕｒａＬ
ＥＤ Ｔ８である。典型的に、幾つかの固体発光要素は（ガラス管に導入される）キャリ
ア上で線状に載置され、ガラス管の内部は、固体発光要素からの点状の光を均一な光出力
に拡散する光拡散器を備えている。現在の光拡散器は、光の反射及び散乱の伝播の組合せ
によって拡散効果を得ている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、光分布の良好な均一性を得るために、固体発光要素は高密度に取り付け
られなければならず、又は、光拡散器は高い程度まで反射しなければならない。高い反射
率は、低い光学効率を生じる。高密度に取り付けられた固体発光要素は、高いコストを生
じる。
【０００４】
　本発明の目的は、従来技術の上述の課題を軽減する照明装置を提供すると共に、従来の
照明装置よりも高密度に取り付けられない固体発光要素における高い光学効率を有する均
一な光出力を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、添付の請求項１に記載の本発明による反射器装置により達成される。
【０００６】
　本発明は、固体発光要素から観察者への直接的な光路の回避が従来技術の課題を解決す
るという洞察に基づいている。
【０００７】
　このように、本発明の態様に従って、内面を有する反射器と少なくとも１つの固体発光
要素とを有する反射器装置が、提供される。反射器の内面は、ある角度において横切って
いる平面内に延在している第１及び第２の表面部を有している。少なくとも１つの固体発
光要素が、前記第１及び第２の表面部の少なくとも一方に、前記少なくとも１つの固体発
光要素から発される光の大部分が前記第１及び第２の表面部の他方を照明するように、取
り付けられる。前記第１及び第２の表面部は、平坦であり得る。
【０００８】
　前記反射器に固体発光要素を配し、この固体発光要素を前記反射器の内面に向かって光
を発するように配することによって、光は周囲の環境へ出る前に発散される。このことに
より、幾つかの固体発光要素を使用して、前記固体発光要素間の距離を従来技術の照明装
置における場合よりも大きくとることができると共に、均一な光出力も得ることができる
。更に、固体発光要素を配することの自由が増大する。生成された光の放出方向と共に少
なくとも１つの固体発光要素を取り付けることは、生成された光又は生成された光の少な
くとも大部分が、反射器によって少なくとも１回反射された後に反射器を出ることを確実
にする。反射器により反射されない光の量は、あるとしても、光が観察者によって、どの
ように認められるかについて、ごくわずかな影響を有する。
【０００９】
　反射器装置の一実施例によれば、第１及び第２の表面部はＶ字形の溝を規定する。これ
は、効率的な形状である。
【００１０】
　反射器装置の一実施例によれば、前記反射器装置は、第１及び第２の内側表面部を相互
接続している中間の内面部を更に有し、前記中間の内面部は前記平面に対して非平行に延
在している。中間の内面部は、前記効率を更に増大する。
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【００１１】
　反射器装置の一実施例によれば、第１及び第２の表面部の各々が自由なサイドエッジを
有し、この自由なサイドエッジは反射器の開口を規定し、前記少なくとも１つの固体発光
要素は、自身が取り付けられる表面部の自由なサイドエッジから離間されて取り付けられ
る。つまり、サイドエッジは、反射器のリムを構成する。少なくとも１つの固体発光要素
のこの位置決めは、前記サイドエッジに取り付けられる場合に幾つかのアプリケーション
において生じ得る陰影効果が、前記少なくとも１つの固体発光要素によってもたらされな
いことを確実にする。
【００１２】
　反射器装置の一実施例によれば、少なくとも１つの前記第１及び第２の表面部は、拡散
反射部分を有する。反射器に既に配されている拡散は、出口の光の均一性を更に増大する
。
【００１３】
　反射器装置の一実施例によれば、少なくとも１つの固体発光要素は、各固体発光要素の
発光部が反射器の内面から突出すると共に、各固体発光要素の支持部分が反射器の外面に
位置されるように、反射器を通って延在し、前記支持部分は、発光部を支持している。こ
れは、反射器の表面が最大化される有利な取り付けである。
【００１４】
　反射器装置の一実施例によれば、少なくとも１つの前記第１及び第２の表面部は、プリ
ント回路基板の上面を構成する。
【００１５】
　照明装置の一実施例によれば、少なくとも固体発光要素は、第１及び第２の表面部間の
交差軸に対して非垂直である中心発光方向を有するように配された固体発光要素を有する
。このことにより、反射器装置内の光路長が増大される。
【００１６】
　照明装置の一実施例によれば、前記照明装置は、光出口部を含む光拡散器を有する。こ
のように、光出口部が光拡散特性を備えているので、別個の光拡散手段が配される必要は
ない。
【００１７】
　このアプリケーションに関して、「光拡散」及び類似の表現により記載されるのは、例
えば、拡散及び鏡透過及び拡散又は鏡反射のような、異なる種類の光拡散特性を意味して
いる。典型的に、光拡散手段は、幾つかの異なる種類の組合せを提供する。更に、光拡散
手段は、別個の部分、又は光出口部等に組み込まれる１つ以上の光ルミネッセント材料の
コーティング又は積み重ねであっても良い。反射器に関しては、鏡面反射性、拡散反射性
又はこれらの組み合わせであっても良い。更に、反射器は、リモートフォスファのような
、１つ以上の光ルミネッセント材料の膜を構成しても良い。
【００１８】
　本発明のこれら及び他の見地及び有利な点は、以下に記載される実施例を参照して説明
される。　　
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明による反射器装置の実施例の一部の模式的な斜視図である。
【図２】反射器装置の他の実施例の断面図である。
【図３】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図４】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図５】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図６】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図７】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図８】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図９】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。



(5) JP 6110874 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

【図１０】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図１１】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図１２】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図１３】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図１４】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図１５】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【図１６】本発明による反射器装置の更なる実施例の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明は、添付図面を参照して以下に説明される。
【００２１】
　本発明による反射器装置４００の第１の実施例は、図４に示すように、反射器４０６及
び少なくとも１つの固体発光要素４１４を有する。本出願の目的に関して、以下の記載に
おいては、固体発光要素４１４はＬＥＤ（発光ダイオード）を例とするものでありが、他
の如何なる種類の固体発光要素も同様に利用可能である。本実施例においては、単一のＬ
ＥＤ４１４が示されている。ＬＥＤは１つ以上の波長の光を発することができる。
【００２２】
　反射器４０６の内面４２０は、平坦であると共にほぼ９０°の角度αで交差している平
面内に延在する第１及び第２の表面部４２２、４２４を有する。従って、第１及び第２の
表面部４２２、４２４は、Ｖ字形の溝４２６を規定している。角度は、９０°と異なって
も良い。例えば、約８０°まで小さくすることも、１００°まで大きく又は１１０°さえ
までも大きくするのと同じように有効であるが、好ましくは、この角度は９０°である。
ＬＥＤ４１４は第１の表面部４２２に取り付けられ、この結果、発された光の大部分は第
２の表面部４２４を照明する。この実施例において、このことは、ＬＥＤ４１４の発光側
を第２の表面部４２４に向けることによって得られている。反射器４０６の内面４２０は
拡散反射性であり、即ち反射器４０６は拡散反射性の内面４２０を備えている。このこと
により、生成された光の広がりは最大化されると共に良好な効率を得て、均一な光出力を
提供する。拡散反射面４２０は、例えば、この表面に、拡散パターン（例えば、一連の点
及び／又はストリップ）、ブラッシング、又は反射器４０６の拡散及び／若しくは鏡反射
面における拡散及び／若しくは鏡反射材料のどれか１つ以上の何らかの混合を設けること
によって、得ることもできる。第１及び第２の表面部４２２、４２４の何れか一方又は両
方は、１つ以上の拡散反射部を備えていても良く、又はこれらの両方は完全な鏡面反射性
のものであっても良い。拡散反射部分は、反射器４２０を出る光の均一性の増大を提供す
る。幾つかのＬＥＤが一列に配された場合、ＬＥＤ間の距離は従来の技術のボトムアップ
照明される装置と比較して増大されることができると共に、光出力の同じ均一性を保持す
る。このことにより製造費用が下げられる。
【００２３】
　付加的な変形例として、反射器の一方の半分が（例えば、拡散性の白色塗料によって、
スズをコーティングされた）金属プレートを有し、他方の半分が、例えば、硫酸バリウム
　（ＢａＳＯ４）及び／又は二酸化チタン（ＴｉＯ２）コーティングされたプラスチック
若しくは紙、又はＭＣＰＥＴ（マイクロセルラーＰＥＴ）等のような、高い反射性の表面
を有していても良い。
【００２４】
　第１及び第２の表面部４２２、４２４の各々は、自由なサイドエッジ４２８、４３０を
有し、自由なサイドエッジ４２８、４３０は、反射器の開口を規定する。平坦な第１及び
第２の表面部４２２、４２４は、伸張されて（elongated）いても良く、この結果、自由
なサイドエッジ４２８、４３０は長いサイドエッジである。ＬＥＤ４１４は、第１の表面
部４２２の自由なサイドエッジ４２８から離間して取り付けられる。つまり、ＬＥＤ４１
４は、溝４２６内に凹部に取り付けられる（mounted recessed）。固体発光要素４１４は
、非凹部に取り付けられて（mounted non-recessed）いても良く、即ち第１の及び／又は
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第２の平坦な表面部４２２、４２４の自由なエッジ４２８、４３０に取り付けられても良
いが、少なくとも幾つかの照明装置アプリケーションにおいて、反射器装置の光出力にお
けるＬＥＤの自己遮蔽をもたらすリスクがある。
【００２５】
　単一のＬＥＤ４１４の実施例が可能である一方で、以下に例示されるように、一方又は
両方の平坦な表面部上で、反射器に配された幾つかのＬＥＤを有することが一般的である
ことに留意されたい。
【００２６】
　この発明による照明装置１００の第１実施例が、図１及び２に示されており、反射器装
置１０１と光透過性の光出口部１０４とを有している。更に、照明装置１００は伸張され
ている管状部分を有し、前記管状部分は、外管１０２であり、光出口部１０４を含んでい
る。反射器装置１０１は、反射器１０６と反射器１０６に取り付けられるＬＥＤ１１４と
を有する。実際、本実施例において、より詳細には、外管１０２全体が、ガラス管のよう
に、光透過性であっても良いが、外管１０２内に取り付けられ外管１０２の約半分を覆っ
ている反射器１０６のために、例えば、照明装置１００の光出力のために外管１０２の約
半分を構成している光出口部分１０２が残される。更に、半円筒状の光拡散器１０８が、
外管１０２内に配される。より詳細には、光拡散器１０８の延在部は、光出口部１０４の
延在部に対応している。光拡散器１０８は、管１０２の内面に配された拡散層である。代
替的には、光拡散器は、反射器の開口において管１０２内に取り付けられている個別の要
素（即ち別個の拡散器）であっても良く、又は管１０２の外側、若しくは反射器の開口と
光出口部１０４との間に設けられる収縮ラップであっても良い。更に代替的なものとして
、拡散特性は、光出口部１０４自体により提供されても良く、これにより照明装置１００
の製造のステップを省ける。他方で、標準的な透明なガラス又はプラスチック・管を使用
することができることは、経済的観点において有利であり得る。更に、上述で説明された
ように、反射器１０６は拡散面を含んでいても良く、前記拡散面は、光の出口の前におい
て光を広げる際に光拡散器１０８と協働する。反射器１０６は、一般的にＶ字形で、曲が
ったプレートのように形成されても良い。代替的には、反射器１０６は、管１０２内への
挿入の後に開かれることができる２つの部分で構成されても良い。反射器１０６は、伸張
されており平坦であると共にある角度（ここでは直角）で交差している平面内に延在して
いる第１及び第２の表面部１２０、１２２を有する内面を有している。従って、第１及び
第２の表面部１２０、１２２は、本実施例において、長方形である。より詳細には、第１
及び第２の表面部１２０、１２２は、好ましくは正規直交平面内に延在しているが、他の
交差角も、最適ではないが、同様に実現可能である。反射器１０６が、更に、管１０２の
長さに沿って長手方向に延在している第１及び第２の表面部１２０、１２２の対応するも
のの第１及び第２の自由な長いサイドエッジ１２４、１２６を有している。自由な長いサ
イドエッジ１２４、１２６は、反射器の開口を規定している。
【００２７】
　ＬＥＤ１１４は、自由な長いサイドエッジ１２４、１２６から離間して取り付けられる
。つまり、ＬＥＤ１１４は、反射器１０６において凹部に取り付けられる。ＬＥＤ１１４
は、第１の表面部１２０及び第２の表面部１２２の両方に取り付けられる。これらは、反
射器１０６の内面１２０、１２２に向かって光を発する。更に詳細には、一方の表面部１
２０、１２２に取り付けられるＬＥＤ１１４は、他方の表面部１２２、１２０に向かって
光を発する。発された光は、反射器１０６により反射され光出口部１０４に向かって反射
器の開口の外に指向され、光拡散器１０８を通過して出る。しかしながら、光拡散器１０
８は、典型的には、少量の光を管１０２の内側に向かって反射する。従って、一般に、発
された光の全て又は大部分は、反射器の開口を通って反射器を出る前に、反射器１０６に
よって、少なくとも一回反射される。代替的には、ＬＥＤ１１４は、第１の表面部１２０
のみ又は第２の表面部１２２のみに取り付けられることが可能である。
【００２８】
　ＬＥＤ１１４は、発された光の中心の方向がＬＥＤ１１４が取り付けられる主要表面部
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１２０、１２２と平行であると共に他方の表面部１２２、１２０に垂直であるように、取
り付けられる。従って、各ＬＥＤ１１４の発光側は、反射器１０６の対向する内部表面に
面している。代替的には、図１４に示されるように、ＬＥＤ１４１４は、発された光の中
心の方向が、ＬＥＤ１４１４が取り付けられる内面１４２４の主要表面部１４２０、１４
２２と平行であると共に他方の表面部１４２２、１４２０に対して４５度の入射角におい
て反射器１４０６に取り付けられることが可能である。３０乃至６０度の間の他の中心の
入射角も、可能である。
【００２９】
　一般的な種類の管状の照明装置１００は、２５．４ｍｍの直径及び１ｍｍの壁厚を有す
る。光出力及び高い光学効率の分布の良好な均一性を得るために、このような照明装置１
００に関して、１つの例において、ＬＥＤ１１４は、３０ｎｍの間隔（ピッチとも称され
る）、即ち２つの隣接するＬＥＤ１１４の間に距離を有して取り付けられる。
【００３０】
　照明装置２００の及び反射器装置２０１の第２の実施例によれば、反射器２０６は、一
般に半円筒形であり、管２０２の内部に対して当接している半円筒状の外面２１８及び対
向する内面を有する部分２１６を有しており、照明装置１００の第１の実施例のように、
第１及び第２の表面部２２０、２２２を持つＶ字形の溝２２４を規定する。ＬＥＤ２１４
は、第１の実施例におけるものと同じように、内面２２０、２２２に配される。
【００３１】
　照明装置及び反射器装置３００の第３の実施例によれば（図３参照）、ＬＥＤ３１４は
、反射器３０６の壁の対応する孔３１２を通って延在している。分かりやすさのために、
反射器及びＬＥＤのみが、図３に示されている。各ＬＥＤ３１４の発光部３１６は、反射
器３０６の内面３２０から突出しており、ＬＥＤ３１４の発光部３１６を担持している支
持部分３１８が、反射器３０６の外面３３０に位置決めされている。本実施例において、
反射器３０６の内面３２０の面積は、最大化されている。代替的には、小さいＰＣＢが内
面３２０に取り付けられ、この反射特性を最適化するために、白い塗料又はＭＣＰＥＴ等
のような、高い反射性の材料でコーティングされることもできる。上述のように、各発光
部３１６の発光面がＶ字形の溝内に向けられ、即ち反射器３０６の対向する内面部に面し
ている。
【００３２】
　照明装置５００及び反射器装置５０１の第４の実施例によれば、図５ａ及び５ｂに示さ
れているように、照明装置５００は、例えば、レトロフィット電球として便利である。照
明装置５００は、光出口部を含む円筒状エンクロージャ５０２、エンクロージャ５０２に
取り付けられたソケット５０３、及びエンクロージャ５０２の内部に取り付けられた反射
器装置５０１を有する。反射器装置５０１は、プラス（＋）形の断面を有する反射器を有
し、互いに隣接して円周方向に配されている表面部の対応する対５２２、５２４、５２６
、５２８、５３０、５３２、５３４、５３６により規定される４つのＶ字形の溝を実施化
している。反射器５０６は、プレートの中央で交差している正規直交平面内に延在してい
る２枚の正方形プレートによって作られると考えることができる。ＬＥＤ５１４は各対の
平坦な主要表面部のうちの少なくとも１つに取り付けられ、これにより全方向性の照明装
置をつくる。代替的には、１２０度の開口角を有する３つのＶ字形の反射器が配されるこ
とができ、より大きい直径の半分の管に関して、２つの隣接するＶ字形の反射器（即ち半
分のプラス（＋）状の配）が配されることもできる。
【００３３】
　照明装置６００及び反射器装置６０１の第５の実施例によれば、反射器装置６０１は、
少なくとも１つのＬＥＤ６１４を担持しているＶ字形の一次反射器及び二次反射器６０４
を有する。一次反射器６０６は、自身の内部が二次反射器６０４の内部に面していると共
に、第２の反射器６０４から離間されて、配されている。二次反射器は、平坦な中心部６
０８及び２つの平坦な側部６１０、６１２を有し、２つの平坦な側部６１０、６１２は中
心部６０８に一体化されており中心部６０８に対して傾斜されている。前記側部は、一次
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反射器６０６の対応する側に延在している。一次反射器６０６を出る光は、照明装置６０
０から出る前に二次反射器６０４により反射される。照明装置のこの実施例は、典型的に
、シーリング・ランプ又は壁ランプとして使用されることができる。二次反射器６０４は
、拡散反射性若しくは鏡面反射性、又はこれらの何らかの混合であるように作られること
ができる。好ましくは、二次反射器６０４のような、一次反射器６０６が設けられること
ができ、平坦な中心部及び２つの平坦な側部とを有し、２つの平坦な側部は、中心部に一
体化され中心部に対して傾斜されている。この場合、二次反射器６０４からのまさにＬＥ
Ｄ６１４へ反射され戻されＬＥＤ６１４により吸収される光の量は、最小化される。
【００３４】
　青色ＬＥＤが使用される場合、青色光を白色光に変換するために、リモートフォスファ
要素が照明装置に配されることができ、例えば、一次反射器の開口を覆うように配される
、又は何らかの他の適切な仕方であって、例えば、反射器自体の内面に配される。このこ
とは、第５の実施例と類似であるが、付加的にリモートフォスファ要素を有する図７の第
６の実施例により例示されている。従って、照明装置７００は、Ｖ字形の一次反射器７０
６及び対向する二次反射器７０４を有している反射器装置７０１を有する。一次反射器７
０６は、少なくとも１つのＬＥＤ７１４を担持していると共に二次反射器７０４の内側に
面している内側であって、二次反射器７０４から離間されている内側を備えて配されてい
る。リモートフォスファ要素７１６は、次反射器７０６の開口を覆うように。一次反射器
７０６の開口に配される。そして、そのカバーする。従って、一次反射器を出て二次反射
器７０４に向かう光は、リモートフォスファ要素７１６を通過する。勿論、本願明細書に
示されている他の如何なる実施例も、同様にリモートフォスファ要素を備えていても良い
。
【００３５】
　図８ａ及び８ｂを参照して、第７の実施例８００によれば、反射器装置８０１は、プレ
ート形の基板８１８の突起を構成しているＬＥＤ８１４を有する。突起８１４は反射器８
０６の孔８１２を通って延在し、反射器８０６は、Ｖ字形であり、２つの平坦な内側表面
部８２０、８２２を有する。この実施例は第１実施例と類似しており、唯一の違いは、Ｌ
ＥＤ８１４の形状及び配である。このように、反射器装置８０１は円筒状外管８０２内に
配され、円筒状外管８０２は、自身の内面上に半円筒状の拡散器８０８を備えている。よ
り詳細には、図８ｂに示したように、基板８１８は伸張されていると共に溝付ナット形（
castle-nut shaped）であり、ここで「ナット」とは上述の突起である。各突起（又はＬ
ＥＤ）８１４は、発光領域８１６を有する。中心発光方向は、基板８１８の主要な延在部
に対して、ほとんど垂直である。従って、反射器８０６の外（又はリア）側に、「ナット
」又は突起８１４が、内面８２０、８２２に対して垂直に反射器８０６の孔８１２を通っ
て延在するように、基板８１８を取り付けることによって、一方の内側表面部８２０上の
ＬＥＤ８１４は、他方の内側表面部８２２に向かって光を発する。更に、基板８１８の高
さを反射器８０６の外面と外管８０２の内面との間の距離に整合させることによって、基
板８１８は、外管８０２により支持される。
【００３６】
　更なる実施例によれば、反射器は、付加的な表面部を備えて形成され、以下に説明され
る。図９に示された第８の実施例によれば、外管９０２と外管９０２内部に配される反射
器装置９０１とを有する照明装置９００が、提供される。反射器装置９０１は、管９０２
の内側に当接している半円筒状の外面９１８を有する本体部分９１６と第１及び第２の内
側表面部９２０、９２２とを有する反射器９０６を有し、第１及び第２の内側表面部９２
０、９２２は、反射器９０６の中心におけてある角度で係合し、これによりＶ字形の溝９
２３を形成している。更に、反射器装置９０１は、第１及び第２の内側表面部９２０、９
２２の対応するものに係合している第３及び第４の内側表面部９２４、９２６であって、
低い高さでそれぞれの第１及び第２の内側表面部９２０、９２２に対して垂直に延在して
いる第３及び第４の内側表面部９２４、９２６を有する。最後に、第５及び第６の内側表
面部９２８、９３０が、第３及び第４の内側表面部９２４、９２６の対応するものに係合
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しており、第１及び第２の内側表面部９２０、９２２に対して傾斜されて外管９０２の内
面まで延在している。ＬＥＤ９１４は、第３及び第４の内側表面部９２４、９２６に取り
付けられ、第３及び第４の内側表面部９２４、９２６の対応する発光面９３２は、それぞ
れ、対向する第２及び第１の内側表面部９２２，９２０に面している。従って、付加的な
ＬＥＤ取り付け部分は、反射器内面のどちらか半分に配される。
【００３７】
　第８の実施例のＬＥＤの取付けに対する変形例が、図１０ａ及び１０ｂに示されており
、反射器内面の半分の一方が付加的な取り付け部分１０２４を備えており、半分の他方は
単一の平坦部分１０２０である。しかしながら、この変形例において、反射器１００６は
基本的にプレート形であり、ＬＥＤ１０１４を有する基板１０１８が反射器１００６の取
り付け部分１０２４の外面に取り付けられる。基板１０１８の発光面は、取り付け部分１
０２４の孔１０２８を通る光であって、これにより面の半分の他方１０２０に向かう光を
発する。
【００３８】
　第１０の実施例によれば、図１１ａ及び１１ｂに示すように、反射器装置１１００は、
目下のところ好ましい形状の反射器１１０６を有する。反射器１１０６はこのように示さ
れているが、ＬＥＤ及び他の追加的な要素が、本願明細書における他の実施例により例示
される反射材の付加的な成形と同様に、所望の通りに付加される。反射器１１０６の内側
表面は、平坦な第１及び第２の内側表面の側部間で、平坦な第１及び第２の内側表面の側
部と、それぞれ、第１の角度（典型的には鈍角）において係合して配されている平坦な内
側表面中心部１１２４を有する。第１及び第２の内側表面の側部１１２０、１１２２は、
第２の角度（例えば、上述のように９０°）で交差している平面内に延在している。従っ
て、ある意味で、反射器１１０６は、トレイ形である。外管１１０２に配されるときに、
反射器は、管の内壁に対して、厳密にＶ字形の反射器よりも近くに配されても良い。
【００３９】
　第１１の実施例によれば、図１２に示すように、反射器装置１２００は、反射器１２０
６を有し、反射器１２０６は、基本的に第１０の実施例のように成形され、平坦な第１及
び第２の内側表面の側部１２２０、１２２２間において、平坦な第１及び第２の内側表面
の側部１２２０、１２２２にそれぞれ係合されて配される平坦な内側表面中心部１２２４
を有する。しかしながら、第１の内側表面の側部１２２０は、（断面が角ばったＵ字のよ
うに整形される）付加的な部分１２２６を備えており、付加的な部分１２２６は、第１の
内側表面部１２２０の残りの部分（即ち第１の内側表面部１２２０の基本的な平坦な部分
）から突出しており、平行に延在している第１及び第２の側壁１２２８、１２３２であっ
て、第１の内側表面部１２２０の基本的な平坦な部分に対して垂直である第１及び第２の
側壁１２２８、１２３２と、第１の内側表面部１２２０の基本的な平坦な部分と平行に延
在している上部１２３０とを有する。上部１２３０は、孔１２３４を備えている。溝付ナ
ット状のＰＣＢ１２１８が、第７の実施例に関連して上述されたものと同様に、反射器１
２０６の外面上のＵ字形の部分１２２６により規定される溝に収容される。ＰＣＢ１２１
８のＬＥＤ部分１２１４は、孔１２３４を通って挿入され上部１２３０から突出し、発光
面は、中心部及び第２の内側表面の側部１２２２に面する。ＰＣＢが配されるＵ字形の付
加的な部分は、当業者により理解されるように、例えば、きれいなＶ字形のような、他の
基本的な反射器の形状に適用できる。
【００４０】
　第１２の実施例１３００によれば、図１３ａ及び１３ｂに示すように、反射器装置１３
０１は、それぞれ第３実施例及び第２実施例におけるものと類似の反射器１３０６を有す
る。従って、ＬＥＤ１３１４は反射器壁の孔を通って延在するか、又は反射器の内側表面
に取り付けられるかの何れかである。しかしながら、何れの場合においても、ＬＥＤ１３
１４は、上部発光ＬＥＤ１３１４であり、従って、ＬＥＤ１３１４が配されるＶ字形反射
器１３０６の内側表面部１３２０、１３２２に対して垂直な中心軸に沿って光を発する。
反射器１３０６の周囲の直接的な照明を防止するために、各ＬＥＤ１３１４は、自身の一
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方の端部において、平坦な内側表面部１３２０、１３２２に取り付けられている舌状部１
３１５であって、ＬＥＤ１３１４の上方に延在している舌状部によって、覆われる。従っ
て、ＬＥＤ１３１４から発される光は、他方の内側表面部に指向されて、前記他方の内側
表面部を照らす。好ましくは、舌状部１３１５のＬＥＤ１３１４に面する表面は、拡散反
射性であり、このことにより、発された光は、ＬＥＤ１３１４を出た直後に散乱され、Ｌ
ＥＤが対向する内側表面部に面している他の実施例の場合よりも散乱されて反射器１３０
６の対向する内側表面部に到達する。ＬＥＤ１３１４が配される内側表面部又は内側表面
部の少なくとも一部は、発光材料を担持するプリント回路基板でもよい。この場合、プリ
ント回路基板の表面は、所望の仕方の反射性を有するように作られている。
【００４１】
　第４の実施例に対する変形例として、照明装置１５００は、図１５ａ及び１５ｂに示さ
れている第１３の実施例において、第４の実施例の円筒状エンクロージャ５０２の代わり
に、ソケット１５０３に取り付けられた球面エンクロージャ１５０２を有する。反射器装
置１５０１は、プラス（＋）状の断面を有する反射器１５０６であって、平坦な表面部１
５２０の対応する対により規定される４つのＶ字形の溝を実施化している反射器１５０６
を有する。代わりに、反射器１５０６が、互いに垂直であって各プレートの中央において
互いに交差して配されている２枚のプレートから成るものと考えられる場合、ＬＥＤ１５
１４はプレートの一方に配され、各対のＬＥＤがプレートの両側１５２８、１５３０に配
されるように、対で位置決めされている。更に、前記対は、中央の一方の側において単線
状に及び中央の他方の側において単線状に配されている。このことにより、各Ｖ字形の溝
は、単線状のＬＥＤ１５１４を収納する。
【００４２】
　各内側表面部上で単線状において、上述の様々な実施例において記載されたように反射
器の両方の内側表面部上にＬＥＤを配する場合、図１６において最大限に模式的に示され
たようにＬＥＤを配することが有利である。両方の線状のＬＥＤは、同じ間隔Ｓで取り付
けられるが、単線状のＬＥＤ１６０２は、他の線状のＬＥＤ１６０４に対して間隔Ｓの半
分だけずらされている。
【００４３】
　添付の請求項において規定される本発明による照明装置の上述の実施例が、記載された
。これらは、単に非限定的な実施例に過ぎないとみなされなければならない。当業者によ
り理解されるように、多くの変更及び変形の実施例が、添付の請求項に記載の本発明の範
囲内で可能である。
【００４４】
　例えば、ＬＥＤの位置の代替的な取り付け位置が、本明細書を考慮して当業者により理
解されるように、全ての実施例において可能である。しかしながら、代替的な取り付け位
置は、本明細書において開示されるものよりも好ましくないものであっても良い。
【００４５】
　本出願の目的のために、特に添付の請求項に関して、このこと自体が当業者に明らかで
あるように、「有する」なる語は、他の要素又はステップを排除するものではなく、単数
形の構成要素の記載は、複数の構成要素を排除するものではないことに留意されたい。
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